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受付印  
相 続 の 承 認 ・ 放 棄  

期 間 伸 長 申 述 書  

 

この欄に収入印紙８００円分をはる。 

収 入 印 紙    ８００ 円 
 

（はった印紙に押印しないでください。） 
予納郵便切手     ２４０円 

 

 
 

準口頭  関連事件番号  

 
 

さいたま家庭裁判所 

越谷支部   

御 中 

平成２７年４月１０日 

 

 
 

申述人 

未成年者な 
どの場合は 
法定代理人 

の署名押印 

 

 

 

 

鈴木花子代理人 

弁護士 ○ ○ ○ ○  印 
 
 

弁護士 ○ ○ ○ ○  印 
 
 

弁護士 ○ ○ ○ ○  印 

 

添付書類 

相続人関係図      １通 
被相続人の除住民票   １通 
被相続人と申述人 鈴木 花子の除籍・戸籍謄本・改製原戸籍謄本   各１通（計２通） 
委任状         1通 

 
 

 
 
 
 
 

申

述

人 

本 籍 埼玉県越谷市越谷１－１－１ 

住 所 

〒343-0001 電話０４８－９９９－９９９９ 

埼玉県越谷市越谷１－１－１ 

 （      方） フ リ ガ ナ 

氏 名 

スズキ ハナコ 

鈴木 花子 

 
昭和１０年８月５日 
 

職 業 無職 

被相続人と
の 関 係 

※ 

 被相続人の 母 
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法
定
代
理
人
等 

 

 

 

 

 

※ 

1親権者 

2後見人 

③代理人 

住 所 

〒３４３－０８４５ 電話０４８（９６５）３０１１ 

埼玉県越谷市南越谷４丁目２－２ 
エクレシア法律事務所 
 （      方）  

フリガナ 

氏名 
 

 

  弁護士 ○ ○ ○ ○ 

 

フリガナ 

氏名 

  

 弁護士 ○ ○ ○ ○ 

フリガナ 

氏名 

 
弁護士 ○ ○ ○ ○ 

 

 

被

相

続

人 

本 籍 埼玉県越谷市越谷１－１－１ 

最 後 の 

住 所 
埼玉県越谷市越谷１－１－１ 

死亡当時 

の 職 業 
無職 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
   スズキ タロウ 

鈴木 太郎 

 
平成２７年１月２５日死亡 
 

（注） 太枠の中だけ記入してください。 ※の部分は，申立人，相手方，法定代理人，事件本人又は利害関係人の区別を記入して

ください。 

 

申 述 の 趣 旨 

申述人が被相続人鈴木太郎の相続について承認又は放棄する期間を、平成２７年７月２５日まで３か
月間伸長するとの審判を求めます。 

 
 

 申 述 の 実 情  

１ 申述人は被相続人の母である。 

２ 被相続人は平成２７年１月２５日に死亡し、申述人は同日、相続の開始を知った。 

３ 申述人は被相続人の財産について調査をしているが、被相続人は預金及び積立金を有していた一

方で、右財産額との多寡が微妙な程度の負債も有していた。 

４ そのため、財産及び負債の調査に日数を要し、法定期間内の相続を承認するか放棄するかの決定

をすることが困難な状況にある。 

５ よって、この期間を３か月間伸長していただきたく、この申述に及んだ。 

 

 

（注） 太枠の中だけ記入してください。 ※の部分は，あてはまる番号を○で囲み，申述の実情欄の４，放棄の理由欄の６を選ん

だ場合には，（  ）内に具体的に記入して下さい。 


